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１【提出理由】

　2023年５月25日開催の当社取締役会において、子会社を設立することを決議いたしました。当該子会社は当社の特定

子会社となる予定ですので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：太洋物産科技（煙台）有限公司

②　住所　　　　：中華人民共和国　山東省煙台市煙台総合保税区内

③　代表者の氏名：董事長　姜偉（長崎旭倫）

④　資本金　　　：50万米ドル（邦貨換算　約69,315千円　2023年5月24日現在）

⑤　事業の内容　：中国国内での製品の加工販売事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：　 －

異動後：50万米ドル

②　当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前：　　－％

異動後：100.00％

（注）　当社の所有に係わる総株主等の議決権に対する割合は、出資額を、当該特定子会社の総株主等の議決権

に対する割合については、出資比率を、それぞれ記載しております。

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社はかねてより、中国への輸出取引を行っておりましたが、この度、中国国内のシロップの需

要に対応するため、中華人民共和国（煙台市）の煙台総合保税区において、新たに現地法人を設

立することとし、中国国内への販売を強化することと致しました。これにより、当該子会社の売

上高が当社の売上高の100分の10以上となる見込であり、特定子会社に該当するためでありま

す。

②　異動の年月日：2023年６月（予定）

以　上
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